
 

  

第５ 四類感染症 

 

１ Ｅ型肝炎 

（１）定義 

Ｅ型肝炎ウイルスによる急性ウイルス性肝炎である。 

（２）臨床的特徴 

途上国では主に水系感染であるが、我が国では汚染された食品や動物の臓器や肉の生食に

よる経口感染が指摘されている。潜伏期間はＡ型肝炎より長く、平均６週間といわれている。

臨床症状はＡ型肝炎と類似しており、予後も通常はＡ型肝炎と同程度で、慢性化することは

ない。しかし、妊婦（第３三半期）に感染すると劇症化しやすく、致死率も高く２０％に達

することもある。特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からＥ型肝炎が疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ｅ型肝炎患者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、Ｅ型肝炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定

による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ｅ型肝炎が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ｅ型肝炎により死亡したと判断した

場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ｅ型肝炎に

より死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

 

検査方法 検査材料 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 血液・便 

ＩｇＭ抗体若しくはＩｇＡ抗体の検出 血清 

 

 


